
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（新港町）鋼管更新工事その２ 

契約変更後の工事概要 
 
鋼管撤去改良工事－1 式 

契約変更の理由 

 

① 通水試験の減工について（減） 

・他の送水管更新工事との調整の後、水張作業が計画されているため、本工事における通水試験

は減工となる。 

 

② 門型仮設材の設置について（増） 

・共同溝内作業において、既設バタフライ弁の一時仮置きが必要となった。狭所での重量物の移動に 

門型仮設材（H鋼組立て）の設置が必要となり、増工となる。 

 

③ 交通誘導員の減員について（減） 

・当初設計では交通誘導員を施工予定期間分（26人工）が計上されていたが、12月後半から1月末まで

の期間は大型客船寄港の予定がなく、施設管理者（神戸ポートターミナル）と協議の結果、交通整理

員の必要がなくなった。よって、交通誘導員が減員となる。 

 

④ バタフライ弁室上版の鉄筋工について（増） 
・当初設計では、鉄筋コンクリートの鉄筋径は D13 であったが、既設上版撤去の結果、鉄筋径は D19 
で配筋されており、復旧時の鉄筋径を D19 とする。よって鉄筋工が増工となる。 

（公表  様式第６号） 


